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［資料1］事業設立の経緯 

1. 第6期科学技術・イノベーション基本計画の策定に向けた取組 

博士後期課程学生の支援の重要性については、平成31年（2019年）4月に文部科学省

が策定した「研究力向上改革2019」に、既に見られる。日本の研究者を取り巻く主な課

題として、「博士課程への進学者数の減少」、「社会のニーズに応える質の高い博士人材

の育成」、「研究者ポストの低調な流動性と不安定性」、「研究マネジメント等を担う人

材の育成」といった点を挙げるとともに、研究力向上に資する基盤的な力の更なる強

化を図るべく、改革のひとつとして、若手研究者の「安定」と「自立」の確保、「多様

なキャリアパス」による「流動性」「国際性」の促進などを通じ好循環を実現し、研究

者をより魅力ある職にする「研究人材の改革」を掲げている。 

令和2年（2020年）1月、「研究力向上改革2019」を発展させ、内閣府総合科学技術・

イノベーション会議において「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」を策定

した。その目標は、「①若手の研究環境の抜本的強化、②研究・教育活動時間の十分な

確保、③研究人材の多様なキャリアパスを実現し、④学生にとって魅力ある博士課程

を作り上げることで、我が国の知識集約型価値創造システムを牽引し、社会全体から

求められる研究者等を生み出す好循環を実現」するとした。そして、研究力強化に求

められる主な取り組みのひとつ、「博士後期課程学生の処遇の向上」においては、達成

目標を「多様な財源を活用し、将来的に希望する博士後期課程学生が生活費相当額程

度を受給できるよう、当面、修士課程からの進学者数の約5割に相当する学生が受給で

きることを目指す。（早期達成）」とし、また、主な施策には、「外部資金等の多様な財

源による優秀な博士後期課程学生への学内奨学金・RA ・別別研究（（DC）・海外研さん

機会等の充実を促進（2019年度～）」が盛り込まれた。 

 

2. 第6期科学技術・イノベーション基本計画での位置づけ 

内閣府総合科学技術・イノベーション会議で審議、策定され、令和3年3月26日に閣

議決定された「第6期科学技術・イノベーション基本計画」においては、前述の 「研究

力強化・若手研究者支援総合パッケージ」も踏まえ、 「博士後期課程学生の処遇向上と

キャリアパスの拡大」が、具体的な取組のひとつとして盛り込まれた。そしてそこに

は、フェローシップ事業が記載されている。 

 

第6期科学技術・イノベーション基本計画（抜粋）--------------------------- 

第2章 Society 5.0 の実現に向けた科学技術・イノベーション政策 

2．知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化 

（1）多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築 

(c) 具体的な取組 

① 博士後期課程学生の処遇向上とキャリアパスの拡大 

…略… 



○大学が戦略的に確保する優秀な博士後期課程学生に対し、在学中の生活から終了後のポス

トの確保まで両方を一体的に支援する、大学フェローシップ創設事業を2021年度に開始し、

所属機関を通じた経済的支援を促進する。 【文】 

…略… 

------------------------------------------------------------------------- 

 

3. 予算措置 

フェローシップ事業の予算は、令和2年度第3次補正予算において（「科学技術イノベ

ーション創出に向けた大学フェローシップ創設準備事業」として）480百万円、また、

令和3年度予算において2,316百万円が計上された。 

予算資料によると、令和2年度第3次補正予算では、次のようにある。 

 

【事業の目的・目標】 

○①博士課程学生の処遇向上（生活費相当額（180万円以上）の支援を含むフェローシップ）と、

②キャリアパスの確保（博士課程修了後のポストへの接続）を、全学的な戦略の下で、一体と

して実施する大学への新たな補助金を令和3年度に創設すべく、支援機関の早期採択を実施。

採択機関において、対象学生の選定や、先行的な体制整備等を令和2年度中に実施し、令和3年

度当初からの学生支援を遅滞なく開始する。 

※キャリアパスの確保は、当該大学の研究（ポストや、企業等の外部ポストへの接続が要件。な

お、企業・関係機関等と連携し、インターンシップや共同研究等の人材育成プログラムの活用

等を想定。 

 

【支援内容】 

①博士課程学生への支援を遅滞なく実施するための先行的な体制整備と審査の前倒し 

・ 博士課程学生へのフェローシップ支援（生活費相当額（180万円）以上を含む）やキャリアパ

ス確保に向けた取組を4月から遅滞なく実施するため、大学の体制整備や学生の審査を今年度

中に実施するための経費を先行的に支援。 

→ 各大学における博士課程学生に対する生活費支援を、遅滞なく年度当初から実施 

②博士課程学生のキャリアパス確保に資する体制整備 

・ 各大学のキャリアパス確保に向けた取組を効果的・効率的に実施するため、各大学や民間企

業等の情報を集約し、マッチングを促進するための体制を先行的に整備。 

→ 各大学が行う民間企業等との連携に関するマッチングについて、年度当初から効率的に

実施 

 
（出典：文部科学省作成、事業概要資料 

 https://www.mext.go.jp/content/20201225-mxt_kiban03-000011633_1.pdf（令和8年3月5日最終閲覧）） 

 

  



また、令和3年度予算では、次のようにある。 

 

［背景・課題］ 

○博士後期課程における経済的な不安と研究者としての将来のキャリアパスが不透明であるこ

とが相まって、近年、我が国では、博士後期課程に進学する学生が減少傾向にある。また、博

士号取得者数も、主要国の中で我が国は唯一減少傾向にある。さらに、社会や企業の期待と博

士課程教育との間のギャップ（人材ニーズの乖離）が存在するとの指摘もある。 

○博士人材は、知識集約型社会への転換が加速している我が国の発展を担うべき存在であるが、

優秀な学生が研究の世界に失望し、研究者を志望しないとの厳しい指摘も多く、我が国の将来

の科学技術イノベーションの空洞化が強く懸念される。また、新型コロナウイルス感染症の拡

大による博士号取得の遅れや研究環境、経済状況の悪化により、上記の状況はさらに深刻化さ

れることが見込まれるところ、この危機的状況を打開するためには、博士課程学生への支援の

在り方を根本から変えていく必要があり、大学のシステム改革と連動した対策が急務である。 

【統合イノベーション戦略2020（令和2年7月17日 閣議決定） 抜粋】 

○博士後期課程学生の処遇向上に向けて、学内フェローシップと博士課程修了後のキャリアパス

の確保を一体として実施する大学への支援策の検討を進める。 

 

［事業概要］ 

【事業の目的・目標】 

○①博士後期課程学生の処遇向上（生活費相当額（180万円以上）の支援を含むフェローシップ）

と、②キャリアパスの確保（博士課程修了後のポストへの接続）を、全学的な戦略の下で、一

体として実施する大学への新たな補助金を創設する。 

○価値創造の源泉である基礎研究・学術研究の卓越性と多様性を維持・強化していくため、将来

を担う博士人材を戦略的に育成していくことが必要。このため、フェローシップは、各大学が

将来のイノベーション創出等を見据えてボトムアップで提案するボトムアップ型と、国がトッ

プダウンで分野を指定する分野指定型の2タイプとする。 

【事業概要】 

○フェローシップは、以下の2タイプ。 

・ボトムアップ型：大学の強みや地域の強み等を生かしたイノベーションの創出等が見込ま

れる人文・社会科学を含む幅広い分野を大学が提案 

・分野指定型 ：学学を通じて、人材ニーズの高まる分野（情報・AI、量子、マテリアル）を国

が指定 

【支援スキーム】 

 
【支援内容】 

✓ 支援対象：国公私立大学（機関補助） 

✓ 支援期間：7年間（6年目以降は継続分のみ）【国立大学の次期中期目標期間と連動】 

✓ 支援規模：延べ55機間程度、１機関当たり10～25人程度 

総支援人数：1,000人/年 

✓ 補助率：3分の2［（生活費相当額（180万円～/人）＋研究費）×2/3］ 
※事務経費×2/3を別途補助 

※準備事業における事務経費については定額補助 



 
 

（出典：文部科学省作成、事業概要資料 

 https://www.mext.go.jp/content/20201225-mxt_kiban03-000011633_1.pdf（令和8年3月5日最終閲覧）） 

 

  



［資料2］事業の変遷 

1. 令和2年度（公募～採択） 

1-1. 公募 

 

前述の政府予算のとおり、フェローシップ事業は当初、文部科学省の補助金事業で

あった。そのため、機関（大学）に対するフェローシップ事業の公募及びその審査は、

文部科学省において行われた。 

文部科学省のウェブサイトには次のようにあった。 

 

科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業 公募情報（抜粋） 

------------------------------------------------------------------------- 
1.公募概要 

------------------------------------------------------------------------------------ 

・選定予定件数：ボトムアップ型・分野指定型を合わせて55件程度 
※重複申請を認めているため、件数は延べ数となっています。 

 

・選定予定人数：ボトムアップ型・分野指定型を合わせた全体の支援人数は、年間1,000人程

度 
 

・補助上限額： 

フェローシップ：支給対象学生１人当たり200～250万円/年 

事務経費：1,200～5,500万円/年 
※事務経費の上限額については、採択件数・支給学生数により変動します。 

※令和2年度（令和3年3月）においては、令和3年度4月からフェローシップを支給するための事

務経費に充当可能な補助金上限1,000万円の定額補助 
 

・補助率： 

令和2年度準備事業：定額補助 

令和3年度本事業 ：2/3 
 

・補助事業期間：令和3年3月から令和10年3月まで 
※補助事業によるフェローシップ支援対象は令和7年度の博士後期課程進学者まで。 

※補助事業期間終了後には各機関は自立的運営を確立することが前提となります。 

------------------------------------------------------------------------- 
2.スケジュール（予定） 

------------------------------------------------------------------------------------ 

・公募開始：令和2年12月25日（金曜日） 

・公募説明：文部科学省YouTubeにて説明動画を公開 

・申請書類締切：令和3年1月29日（金曜日） 

・書類審査：令和3年2月上旬 

（・面接審査：令和3年2月中旬） 
※面接審査を実施する場合、具体的な日時及び場所は別途周知します。 

・選定結果の通知：令和3年2月上旬 

・交付申請等：令和3年2月中旬 

・事業開始：令和3年3月1日 
※年度内の開始は準備事業のみです。本事業の交付申請手続きについては別途ご連絡します。 

 



また、公募説明資料では、次のようにあった。 

 

科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業資料（抜粋） 

 

事業の概要 

---------------------------------------------------------------------------------- 

○対象機関：国公私立大学 
 

○支援取組： 

博士後期課程学生が研究に専念できるよう、研究専念支援金(生活費相当額)と研究費から

なるフェローシップの支給とキャリアパス支援へ向けた取組を、全学的な戦略の下で、一

体として実施する取組を支援します。 

※ 機関としての目標・行動計画の設定・公表が必要 

 

（事業実施にあたり必要となる具体的な取組） 
 

● フェローシップ支給等に関する学内規程等を整備すること。 

● 支給対象学生の審査及びフェローシップの支給を、規程等に則り適切に実施すること。 

● 学生に対して、研究力向上とキャリアパス支援のための取組を実施すること 

● 修了後のキャリアパス(ポストの確保・接続)について具体的な目標を策定すること。 

● 上記目標達成に向けた、ポストの確保・接続のための取組を実施すること。 
 

○対象分野： 

以下の2タイプより選択してください。なお、分野指定型を選択する場合は、 分野も選択し

てください。 

・ボトムアップ型 大学の強みや地域の強み等を活用したイノベーションの創出等が 

見込まれる人文・社会科学を含む幅広い分野 

・分野指定型   以下3つの分野 

①情報・AI ②量子 ③マテリアル 

※他の研究領域と関連させた形での申請も可能。 (例：AIと工学) 

 

※申請に当たっては、大学内で適正な選考を行うこと。 

※1大学につき、最大でボトムアップ型1件と分野指定型の各分野1件、合計4件までの申請が可能。 

 

○補助事業期間：令和3年3月から令和10年3月まで 

※ 補助事業によるフェローシップ支援対象は令和７年度の博士後期課程進学者まで 

※ 補助期間終了後には各機関は自立的運営を確立することが前提となります。 

 

○選定予定件数・人数： 

選定予定件数：ボトムアップ型・分野指定型を合わせて55件程度 

※重複申請を認めているため、件数は延べ数となっています。 

選定予定人数：ボトムアップ型・分野指定型を合わせた全体の支援人数 

年間1,000人程度を予定 
 

○補助金額： 

フェローシップ：1人当たり200～250万円/年、補助率2/3 

事務経費(補助上限額)：1件当たり1,800万円程度、補助率2/3 

※事務経費の上限額については、選定件数・支給学生数により変動します。 

※令和2年度(令和3年3月）においては、令和3年度4月からフェローシップ支給等の取組を実施するための

事務経費に充当可能な補助上限額1,000万円の定額補助 

 

 



フェローシップ支給等に関する学内規定のイメージ 

---------------------------------------------------------------------------------- 

フェローシップ支給に際し、学内規程を整備してください。 

学内規程には以下のような項目を記載いただくことを想定しています。 
 

①フェローシップの目的 

②対象となる研究科・専攻 

③採用人数 

④申請資格 

⑤支給額・支給方法等 

⑥フェローシップ支給対象学生の決定 

⑦フェローシップ支給対象学生の義務 

⑧支給の取消 

 

 

フェローシップについて 

---------------------------------------------------------------------------------- 

○1分野・1学年当たりの対象学生数：上限40名 下限6名 
 

○一人当たりの受給金額：200～250万円 

研究専念支援金（生活費相当額、180万円以上）＋研究費 
※研究専念支援金と研究費のミシン目は、各大学の規程に基づき執行 

※生活費は月額ないし2カ月分を学生の口座に振込。研究費は精算払いを想定。 

※大学の自己負担額（支援対象費の3分の1）の財源については、研究活動を支援するというフェローシッ

プの趣旨に反しないものであれば、本事業以外の外部資金等を活用することも可能。 
 

○フェローシップ対象学生の選考審査 

→大学において整備した規程に則り、適切に審査すること。 
 

○フェローシップ受給学生の義務について 

→学生が果たすべき義務(研究活動の取組状況の報告、メンターによる面談への対応等)及

び、義務の履行を確保するための対応(例：面談時等の状況確認・指導、フェローシップ

支給の停止等) について規程で定め、実施してください。 
 

○受給資格について 

優れた研究能力を有し、研究に専念することを希望する以下の要件を満たす者 

➢ 令和3年4月1日現在、大学院博士課程に在籍していること。ただし、社会人の入学者は

除きます。 
 

➢ 令和3年4月1日現在、30歳未満 
（ただし、臨床研修を課された医学系分野に在籍した者においては33歳未満。なお、出学・育児等ラ

イ フイベントを経た者については、個別の事情に応じ、1～2年程度、上記の年齢要件について各大

学 において配慮することが可能） 
 

➢ 日本学術振興会の別別研究（、国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生、本

国からの奨学金等の支援を受ける留学生でないこと。 
 

 



 

○フェローシップ支給対象学生の研究力を向上させ、博士後期課程修了後のキャリアパス支

援に資する取組を実施してください。 
 

（研究力向上に向けた取組例） 

- メンターによる研究等支援体制の構築 

- 関係機関との共同研究・共同プログラムの実施 

- 英文論文作成等のワークショップの実施 
 

（学生のキャリアパス支援のための取組例） 

– メンターによるキャリアパス支援体制の構築 

– 企業での研究インターンシップ 

– 外部関係者を招いたワークショップ 

– 企業関係者等外部の関係者を招いた研究発表会 

 

 

博士後期課程修了後のポストの確保・接続について 

---------------------------------------------------------------------------------- 

○博士後期課程修了後のキャリアパスについて、具体的な目標を定めた上で、ポストの確保・

接続のための取組を実施してください。 

（博士後期課程修了後のポストの具体的な目標(例)） 

 
 

○キャリアパス支援に向けて、自大学における育成ポストの確保や、博士後期課程修了後のポ

ストへの接続が期待できる企業・関係機関等との連携を通じたキャリア支援(インターンシ

ップ、交流会)を実施してください。 

(ポストの確保・接続のための取組(例)） 

● 研究に専念できるような自大学の育成ポスト(任期 2～3年で、若手研究者の育成を行

う「育成助教」等の制度)の確保 

● 関係機関等との連携を通じたキャリア支援（企業関係者との交流会） 

● 大学と企業とのコンソーシアム形成を通じたポストへの接続 

 

 

  



本事業における取組のイメージ 

---------------------------------------------------------------------------------- 

➢ 実施機関としての戦略的な事業計画を策定し、以下の取組を実施 
大学としての研究力向上と博士人材育成の方針と理念を踏まえ、「学内フェローシップ」と「キャリアパス

支援」を一体的に実施する戦略的な計画を策定。 
 

 フェローシップ制度の構築 キャリアパス支援制度の構築 

目標等 

の設定 

将来に向けて研究活動の強化を図る分

野を明らかにした戦略的な支援対象の設

定 

育成を目指す人材像と修了後の活躍の

姿を意識した具体的な支援計画(目標)

の設定 

体制整備 
育成を目指す人材像と修了後の活躍の姿を意識した、審査方針・審査体制の整備、 

研究支援・キャリアパス支援体制の整備、 外部機関との連携体制の整備 

事業内容 

・研究計画を踏まえたフェローシップの支

給 

・キャリアパス支援に向けた取組の実施 

 

・トランスファラブルスキル獲得に向けた

取組の実施 

・研究力の向上のための支援策の実施 

ポストへの 

接続 

フェローシップ制度で支援された博士後期課程学生の修了後のポストの確保 

外部機関 

との連携 

研究力の向上に向けた取組における民

間企業、関係機関との連携の確保 

トランスファラブルスキル獲得やキャリア

パス支援の取組における民間企業、関係

機関との連携の確保 

評価の 

観点 

・学会等への参加数、論文発表数 

・企業等の外部機関との連携状況 

・修了後のキャリアパスの実績 

・トランスファラブルスキル獲得に関する

博士学生の意識 

 

 

本事業における支援対象のイメージ（案） 

---------------------------------------------------------------------------------- 

➢ 事業実施における支援対象は以下のとおり。 
 

１．フェローシップの支給 

・生活費相当額（180万円以上）の支援を含む、一人当たり年間200～250万円の支給 
例)フェローシップ対象者数：30人(学年進行完了時90人)の場合 ※複数分野での申請も可能 

1年目の支給総額：7,200万円（30人、240万の場合）このうち2/3を補助 

3年目（学年進行完了時）の支給総額：2億1千6百万円 このうち2/3を補助 
 

・審査体制の整備 
 

２．研究支援・キャリアパス支援事業の実施 

（例）・研究力向上に資するワークショップ 

・企業関係者等外部の関係者を招いた研究発表会 

・企業等との交流会 

・企業での研究インターンシップの実施    等 
 

３．組織体制の構築 

（例）・実施責任者（別任教授等） 

・担当職（（URA等） 

・事務担当職（（非常勤職（等） 

・メンター                 等 

 

  

事務経費(例)：1,800万円 

このうち2/3を補助 
※選定件数及び支給学生数によって

事務経費は変動する 



審査の際に考慮する点 

---------------------------------------------------------------------------------- 

➢ 以下の観点により、審査を実施します。 
 

１．事業計画の妥当性 

○大学としての研究力向上と博士人材育成の方針と理念を踏まえ、フェローシップ支給

とキャリアパス支援を一体的に実施する戦略的な計画が策定されているか。 
 

２．フェローシップ支給制度の妥当性 

○研究活動の強化を図る分野を明らかにした支援対象の設定がなされているか。 

○フェローシップに係る制度設計が適切になされているか。（審査体制、審査方針の整備

等） 

○フェローシップ支給等に係る学内規程が、適切に策定されているか。 
 

３．研究力向上・キャリアパス支援に関する取組の妥当性 

○研究力向上に向けた取組が、分野ごとに、具体的かつ適切に計画されているか。 

○関係機関との連携の下で、キャリアパス支援の取組が計画されているか。 

○研究支援の取組と一貫性を持った取組となっているか。 
 

４．博士後期課程修了後のポストの確保・接続に向けた取組の妥当性 

○キャリアパスについて、具体的なポストや人数等の目標が設定されているか。 

○将来の研究者としてのキャリアアップにつながるポストが自大学において確保されて

いるか。 

○外部のポストへの接続に向けた取組が、目標を踏まえた実効性のあるものとなってい

るか。 

 

1-2. 機関（大学）からの申請 

 

申請件数は次のとおりであった。 

 ボトムアップ型         ： 37件 

   分野指定型（情報・AI） ： 17件 

   分野指定型（マテリアル）： 18件 

   分野指定型（量子）     ： 10件 

   （合計）               ： 82件（47機関） 

 

3-1-3. 採択結果 

 

文部科学省において、有識者等で構成される「科学技術イノベーション創出に向け

た大学フェローシップ創設事業委（会」を設置し審査を行い、同委（会の審査結果を

踏まえ、採択機関を決定した。選定件数は表3-1のとおりである。 

  



表3-1 採択機関一覧（支給予定人数順） 
機関名 申請区分・支援予定人数 計 

ボトムアップ型 分野指定型 

（情報・AI） 

分野指定型 

（マテリアル） 

分野指定型 

（量子） 
 

東北大学 40 30 30 20 120 

東京大学 25 20 30 35 110 

京都大学 11 25 40 21 97 

大阪大学 20 13 20 25 78 

東海国立大学機構名古屋大学 26 26 13 12 77 

北海道大学 20 40   60 

広島大学 13 10 24 6 53 

東京工業大学  40   40 

九州大学 12 8 8 6 34 

筑波大学 6 8  17 31 

金沢大学 10 7 10  27 

千葉大学 8 6  6 20 

奈良先端科学技術大学院大学 6 6 8  20 

大阪府立大学 6  10  16 

東京都立大学   15  15 

立命館大学 15    15 

新潟大学 7 7   14 

神戸大学 7  7  14 

熊本大学 8  6  14 

信州大学 13    13 

総合研究大学院大学 6 6   12 

山形大学   10  10 

富山大学 10    10 

岡山大学 10    10 

九州工業大学  10   10 

東京理科大学   10  10 

秋田大学 8    8 

豊橋技術科学大学  8   8 

徳島大学 8    8 

横浜市立大学 8    8 

奈良女子大学 7    7 

茨城大学   6  6 

山梨大学 6    6 

お茶の水女子大学 6    6 

東京医科歯科大学 6    6 

東京外国語大学 6    6 

東京農工大学 6    6 

静岡大学 6    6 

三重大学 6    6 

京都工芸繊維大学   6  6 

愛媛大学 6    6 

長崎大学   6  6 

名古屋市立大学 6    6 

京都府立医科大学 6    6 

大阪市立大学    6 6 

兵庫県立大学 6    6 

同志社大学 6    6 

 計 382 270 259 154 1,065 

（人） 

（参考） 

採択件数 37 17 18 10 82 

（件） 

（出典： https://www.mext.go.jp/content/20210224-mxt_kiban03-000013022_1.pdf（令和8年3月5日最終閲覧）） 

 



2. 令和3年度（事業開始～JSTへの移管） 

2-1. フェローシップ事業の開始 

 

令和3年3月の下旬に機関（大学）より補助金交付申請が行われた。同年4月1日に文

部科学省より補助金交付決定が行われ、採択された各機関（大学）においてフェロー

シップ事業が開始した。各機関（大学）の各支援タイプの名称は、表3-2のとおりであ

る。 

 

表3-2 各機関（大学）のフェローシップ名称 

機関名 支援タイプ フェローシップ名称 

秋田大学 ボトムアップ型 SDGs 達成に貢献する文理融合型高度資源系人材育成 

茨城大学 分野指定型（マテリアル） 脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ 

愛媛大学 ボトムアップ型 愛媛から世界をめざす学生のための愛媛大学フェローシップ －EU アドバ

ンスド・リサーチ・フェローシップ－ 

大阪大学 ボトムアップ型 「社会と知の統合」を実現するイノベーション博士人材 

分野指定型（情報･AI） 分野横断イノベーションを創造する情報人材育成フェローシップ 

分野指定型（量子） 大阪大学フェローシップ「量子リーダー人材」 

分野指定型（マテリアル） 超階層マテリアルサイエンスプログラム 

大阪市立大学 分野指定型（量子） 南部・アインシュタイン フェローシップ 

大阪府立大学 ボトムアップ型 スマート社会を牽引する共創型 X-Care 課題解決アーキテクト養成 

分野指定型（マテリアル） マテリアルイノベーションを通した国際的博士人材育成 

岡山大学 ボトムアップ型 岡山大学科学技術イノベーション創出フェローシップ（OU フェローシップタイ

プ A） 

お茶の水女子大学 ボトムアップ型 お茶大アカデミック・プロダクション大学院生フェローシップ 

金沢大学 ボトムアップ型 融合サイエンス・トップ研究者育成フェローシップ 

分野指定型（情報･AI） 情報科学と医工融合による「異分野横断型」研究者育成フェローシップ 

分野指定型（マテリアル） マテリアル革新力を備えオープンイノベーション時代を牽引する人材育成フ

ェローシップ 

九州大学 ボトムアップ型 九州大学先導的人材育成フェローシップ事業（グリーンイノベーション分野) 

分野指定型（情報･AI） 九州大学先導的人材育成フェローシップ事業（情報・AI 分野) 

分野指定型（量子） 九州大学先導的人材育成フェローシップ事業（量子分野) 

分野指定型（マテリアル） 九州大学先導的人材育成フェローシップ事業（マテリアル分野) 

九州工業大学 分野指定型（情報･AI） 先端研究フェローシップ 

京都大学 ボトムアップ型 健康・医療・環境イノベーション創出フェローシップ 

分野指定型（情報･AI） 情報・AI・データ科学 博士人材フェローシップ 

分野指定型（量子） 未来を創る先端量子技術創出フェローシップ 

分野指定型（マテリアル） マテリアルイノベーションを創出する未来人材育成フェローシップ 

京都工芸繊維大学 分野指定型（マテリアル） 京都産学共創「超階層」マテリアル人材育成フェローシッププログラム 

京都府立医科大学 ボトムアップ型 京都府立医科大学 次世代育成『2121』フェローシップ 

熊本大学 ボトムアップ型 健康生命科学 S-HIGO プロフェッショナル養成フェローシップ 

分野指定型（マテリアル） 世界最高水準のマテリアル研究を支える研究志向型人材育成フェローシッ

プ（寺田寅彦フェローシップ） 

神戸大学 ボトムアップ型 神戸大学文理融合フェローシップ 

分野指定型（マテリアル） 神戸大学スマートマテリアル・フェローシップ 

静岡大学 ボトムアップ型 光医工学超領域分野フェローシップ 

信州大学 ボトムアップ型 信州産学共創フェローシップ 

総合研究大学院大学 ボトムアップ型 総合研究大学院大学「特別研究員」制度 大規模先端科学分野 

分野指定型（情報･AI） 総合研究大学院大学「特別研究員」制度 情報・AI 分野 

千葉大学 ボトムアップ型 大学院先進科学フェローシッププログラム 

分野指定型（情報･AI） 革新的医療技術を創生する情報・AI 研究者育成プログラム 

分野指定型（量子） 千葉大学量子科学フェローシップ 



筑波大学 ボトムアップ型 基礎医学研究・生命医科学研究を社会のイノベーションに繋げる博士人材

の育成 

分野指定型（情報･AI） 学際的情報・AI イノベーション人材創出型博士フェローシップ 

分野指定型（量子） 筑波研究学園都市のオープンイノベーション拠点と連携した量子分野横断

型人材育成フェローシップ 

東京大学 ボトムアップ型 未来社会デザインフェローシップ 

分野指定型（情報･AI） 知能社会創造フェローシップ 

分野指定型（量子） 量子科学技術フェローシップ 

分野指定型（マテリアル） 統合マテリアル科学キャリア接続型フェローシップ 

東京医科歯科大学 ボトムアップ型 卓越大学院生制度対象学生へのフェローシップ 

東京外国語大学 ボトムアップ型 多文化共生イノベーション研究育成フェローシップ 

東京工業大学 分野指定型（情報･AI） 高度 CPS²人材育成フェローシップ（CPS²: Cyber Physical & Social 

Systems） 

東京都立大学 分野指定型（マテリアル） 産学官で活躍できるマテリアル革新を目指した次世代「双対型」人材育成

フェローシップ 

東京農工大学 ボトムアップ型 地球規模の課題解決を実践する尖端博士人材フェローシップ（JIRITSU-

FL フェローシップ） 

東京理科大学 分野指定型（マテリアル） 東京理科大学マテリアル人材フェローシップ制度 

同志社大学 ボトムアップ型 同志社大学大学院博士後期課程若手研究者育成フェローシップ 

東北大学 ボトムアップ型 東北大学高等大学院博士学生フェローシップ（レジリエント学際科学分野） 

分野指定型（情報･AI） 東北大学高等大学院博士学生フェローシップ（情報・AI・スマートシステム

分野） 

分野指定型（量子） 東北大学高等大学院博士学生フェローシップ（量子・スピントロニクス分野） 

分野指定型（マテリアル） 東北大学高等大学院博士学生フェローシップ（物質・材料科学分野） 

徳島大学 ボトムアップ型 徳島大学ひかりフェローシップ 

富山大学 ボトムアップ型 富山大学地域産業イノベーション創出フェローシップ事業 

豊橋技術科学大学 分野指定型（情報･AI） 大学・高専連携型グローバル AI イノベーションフェローシップ 

長崎大学 分野指定型（マテリアル） グリーンサイエンスの研究拠点形成を志向した研究者育成事業 

名古屋大学 ボトムアップ型 名古屋大学融合フロンティアフェローシップ （アジア未来創造分野） 

分野指定型（情報･AI） 名古屋大学融合フロンティアフェローシップ （情報・AI 分野） 

分野指定型（量子） 名古屋大学融合フロンティアフェローシップ （量子科学分野） 

分野指定型（マテリアル） 名古屋大学融合フロンティアフェローシップ （マテリアル分野） 

名古屋市立大学 ボトムアップ型 医療創薬デザイン人材養成フェローシップ 

奈良女子大学 ボトムアップ型 奈良女子大学博士号取得支援 SGC フェローシップ 

奈良先端科学技術大

学院大学 

ボトムアップ型 グリーンバイオエコノミーフェローシップ 

分野指定型（情報･AI） 創発的先端人材育成 

分野指定型（マテリアル） マテリアルイノベータフェローシップ 

新潟大学 ボトムアップ型 未来健康科学高度人材育成フェローシップ 

分野指定型（情報･AI） 未来を創造する革新的情報・AI 人材育成フェローシップ 

兵庫県立大学 ボトムアップ型 ひょうご創生異分野融合型リーダー育成フェローシップ 

広島大学 ボトムアップ型 広島大学大学院リサーチフェローシップ制度（サステイナビリティ学分野） 

分野指定型（情報･AI） 広島大学大学院リサーチフェローシップ制度（情報・AI 分野） 

分野指定型（量子） 広島大学大学院リサーチフェローシップ制度（量子分野） 

分野指定型（マテリアル） 広島大学大学院リサーチフェローシップ制度（マテリアル分野） 

北海道大学 ボトムアップ型 アンビシャス博士人材フェローシップ制度（SDGs） 

分野指定型（情報･AI） アンビシャス博士人材フェローシップ制度（情報・AI） 

三重大学 ボトムアップ型 地球環境に調和した持続可能社会を実現する地域連携型フェローシップ

の創設 

山形大学 分野指定型（マテリアル） ソフトマターイノベーション博士人材育成プログラム 

山梨大学 ボトムアップ型 融合研究の推進による社会変革対応型ドクター人材の養成 

横浜市立大学 ボトムアップ型 データ思考イノベーティブ人材フェローシップ 

立命館大学 ボトムアップ型 立命館大学 NEXT（New Educational Xross-TraIning）フェローシップ・プロ

グラム 

注：令和3年3月31日時点の情報を記載 

 



各機関（大学）は、学生の募集し、選抜した学生に対して研究専念支援金（生活費相

当額、180万円以上）を支給すると共に、研究費を配分した。また、学生のキャリアパ

ス支援のための取組を開始した。 

また、国立大学においては、国立大学法人運営費交付金における授業料免除枠につ

き、優秀な博士後期課程の学生への支援を充実させる観点から、科学技術人材育成費

補助金と連携して、フェローシップ事業の採択大学に対し、一層の支援が可能となる

予算の措置がなされた。 

 

フェローシップ事業開始直後の令和3年6月には、フェローシップ事業を今後進める

に当たり第三者の視点で同実施計画についてレビューし、課題の所在やその対応方針

等について確認等を行うことを通して各機関（大学）におけるより良いフェローシッ

プ制度創設に資することを目的に、全ての機関（大学）に対して、科学技術イノベーシ

ョン創出に向けた大学フェローシップ創設事業委（会によるオンラインのヒアリング

が行われた。 

 

2-2. 次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）の並行実施 

 

令和3年度には、JSTにて次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）の募集が行わ

れ、フェローシップ事業の実施機関（大学）のうち、35大学※がSPRINGも並行して実施

することとなった。 

公募期間 

A日程： 令和3年6月11日～7月15日 

B日程： 令和3年9月3日～9月30日 

採択 

A日程： 令和3年9月7日（40プロジェクト） 

B日程： 令和3年12月1日（19プロジェクト） 

 

［SPRINGに採択されたフェローシップ事業の実施機関（大学）］ 

大阪市立大学／大阪府立大学※、大阪大学、岡山大学、金沢大学、九州工業大学、

九州大学、京都工芸繊維大学、京都大学、熊本大学、神戸大学、信州大学、総合研

究大学院大学、千葉大学、筑波大学、東京医科歯科大学、東京工業大学、東京大

学、東京都立大学、東京農工大学、東京理科大学、同志社大学、東北大学、徳島大

学、富山大学、名古屋市立大学、名古屋大学、奈良女子大学、奈良先端科学技術大

学院大学、新潟大学、広島大学、北海道大学、三重大学、山梨大学、立命館大学 

※ 大阪市立大学と大阪府立大学は、令和4年4月の大学統合を見据えて共同でSPRINGに提出して

きたため、大学統合までは「1プロジェクト・2大学」として数える。 

 



なお、SPRINGの採択に伴い、フェローシップ事業の支援学生を含めて学生を選抜し

直した大学もあり、その中には、フェローシップ事業の支援学生が全てSPRINGに移行

した大学もある。 

 

2-3. 令和4年度に向けた制度変更（SPRINGとの一体的運用） 

 

令和3年度には、令和4年度に向けた制度変更が進むこととなった。令和4年度概算要

求の段階では、フェローシップ事業の予算は文部科学省の予算として独立して存在し

ていた。 

 

文部科学省 令和4年度概算要求 
科学技術・イノベーション人材の育成・確保 

若手研究者等の育成・活躍促進 

◆科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業 

3,849百万円（2,316百万円） 

博士後期課程学生に対し、学内フェローシップと博士課程修了後の 

キャリアパスの確保を一体として実施する大学を支援 
 

（出典：令和4年度 文部科学省概算要求のポイント（科学技術関係） 

https://www.mext.go.jp/content/20210827-mxt_kouhou02-000010167_10.pdf （令和8年3月5日最終閲覧）） 

 

しかし、12月の政府予算原案では、「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェ

ローシップ創設事業」の記載ではなく、「博士後期課程学生の処遇向上と研究環境確保」

となり、また、前年度予算の記載に、令和3年度補正予算のSPRINGの予算が付記された。 

 

文部科学省 令和4年度予算 
科学技術・イノベーション人材の育成・確保 

博士後期課程学生の処遇向上と研究環境確保 

◆博士後期課程学生の処遇向上と研究環境確保 

3,368百万円（2,316百万円） 

〔令和3年度補正予算額 40,000百万円〕 

優秀で志のある博士後期課程学生が研究に専念するための経済的支援（生活費 

相当額及び研究費）及び博士人材が学業界等を含め幅広く活躍するためのキャリア 

パス整備（企業での研究インターンシップ等）を一体として行う大学を支援。 
 

※あわせて、「創発的研究支援事業」により、研究者をリサーチ・アシスタント（RA）と 

して支える博士課程学生等（800人分/期）に対する支援を2期分実施。 
(「基礎研究力強化を中心とした研究力の向上と世界最高水準の研究拠点の形成」と重複) 

 

（出典：文部科学省 令和4年度予算のポイント（科学技術関係） 

https://www.mext.go.jp/content/20211223-mxt_kouhou02-000017672_1.pdf （令和8年3月5日最終閲覧）） 

 

また、令和3年12月には、“ 「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシッ

プ創設事業」及び「次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）」の今後の推進に関

する説明会”が開催され、フェローシップ事業のJSTへの移管と、両事業の一体的な運



営に向けた説明が、文部科学省によりなされた。同説明会での要点は、次のようなも

のであった。 

 

運用の一体化の方向性 

------------------------------------------------------------------------ 

【ポイント】 

⚫ 令和４年度より、フェロー事業及びSPRINGの財源をJST創発研究推進基金に一本化【財

源の統合】 

⚫ 両事業の事業趣旨を踏まえ、基本的な制度の枠組（分野指定や支援単価等）は継続しつ

つ、大学及び学生の負担等を軽減するため、 両事業を可能な限り一体的に運用【運用

の一部統合】 

 

【イメージ】（フェロー事業で1学年40人、SPRINGで3学年240人が採択されている大学の場合） 

 
 

つまり、文部科学省の補助金事業であったフェローシップ事業は、令和4年度よりJST

に移管し、JSTの創発的研究推進基金による助成事業とするとともに、同じくJSTの助

成事業であるSPRINGと可能な限り一体的に運用するようにするというものであった。 

 

また、令和4年3月28日に、文部科学省科学技術・学術政策局長よりJST理事長に対し

て発出された通知「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事

業の移管に伴う留意点について」においては、フェローシップ事業を、令和4年度政府

予算から、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2に基づく

別定公募型研究開発業務として」、JSTに移管するとし、ついては、「移管後も、将来の

我が国の科学技術・イノベーション創出を担う博士後期課程学生の処分向上とキャリ

アパス整備を、全学的な戦略の下で一体として実施する大学への支援を推進」するこ

と、「キャリアパスの整備に係る大学の取組状況や、修了後の学生のキャリアパスの状

況について、適切にフォローアップを実施」することについて、また、「フェローシッ

プ事業と次世代研究者挑戦的研究プログラムは、国立研究開発法人科学技術振興機構

法第23条第6号に基づく助成に係るものとして同一の財源により実施されるものとな

ることから、適切な会計処理の範囲内で、両事業を可能な限り一体的に運用」するこ

と、「今後、制度的な課題が発生した場合等には、建前論や前例踏襲に陥ることなく、

事業の進捗を踏まえて柔軟にその内容の改善・変更を検討」することについて、十分

に留意することが求められた。 

 



3. 令和4年度（SPRINGとの一体的運用開始） 

前述の通り、フェローシップ事業は、令和4年度より、文部科学省の補助金事業から

JSTの助成金事業として実施されることとなった。令和3年度から開始した第1期SPRING

と一体的に行った大学と、フェローシップ事業単独で行った大学は表3-3のとおりであ

る。 

表3-3 令和4年度からSPRINGと一体運用を開始したフェローシップ事業大学 

 SPRINGと一体的運用 フェローシップ事業単独 

国立 大阪大学、岡山大学、金沢大学、九州工業大

学、九州大学、京都工芸繊維大学、京都大

学、熊本大学、神戸大学、信州大学、総合研

究大学院大学、千葉大学、筑波大学、東京医

科歯科大学、東京工業大学、東京大学、東京

農工大学、東北大学、徳島大学、富山大学、

名古屋大学、奈良女子大学、奈良先端科学

技術大学院大学、新潟大学、広島大学、北海

道大学、三重大学、山梨大学 

秋田大学、茨城大学、愛媛大学、お茶の水女

子大学、静岡大学、東京外国語大学、豊橋技

術科学大学、長崎大学、山形大学、横浜市立

大学 

公立 大阪公立大学※、東京都立大学、名古屋市

立大学 

京都府立医科大学、兵庫県立大学 

私立 東京理科大学、同志社大学、立命館大学  

※大阪市立大学と大阪府立大学は、令和4年4月の大阪公立大学としての統合とあわせてフェロー

シップ事業も統合した。 

 

また、令和4年度より、SPRINGと同様、社会人（学校基本調査における「博士課程入

学者」のうち「社会人」として扱われている者）も支援対象とした上で、所属企業等か

ら十分な生活費相当額を受給可能な制度がある場合は支援の対象外とする取扱いとし

た。 

 

令和5年1月にオンラインで行われた、「 「科学技術イノベーション創出に向けた大学

フェローシップ創設事業」及び「次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）」の今

後の推進に関する説明会」において、令和5年度における運用の一体化の方向性として、

「フェローシップ事業において、令和5年度に新たに選抜する学生の単価について、上

限額を250万円から290万円まで引き上げることを可能とすること」、また、「学生１人

当たりの支援期間は3年であったところ、令和5年度以降は最大3年間（4年生の場合は4

年間）にSPRINGと統一すること」が示された。 

また、令和6年度以降の両事業の一体的な運用に向け、「博士支援事業を継続して行

くに当たり、二つの事業が併存することによる問題を解消し、各大学における事務や

学生等の負担を軽減するため、令和6年度より両事業を一本化すること」、「一本化に当



たっては、学生への支援がより手厚いSPRING事業の枠組みに移行するとし、その際に

は、円滑に両事業の取組が継続されるように配慮する」ことが示された。 

 

4. 令和5、6年度（SPRINGへの統合へ） 

4-1. SPRING 令和 6年度公募 

 

令和5年1月に開催された説明会での説明のとおり、SPRINGの令和6年度公募が令和5

年度に行われた。公募期間は、令和5年11月24日（金）～12月25日（月）。 

 

SPRINGの事前評価においては、フェローシップ事業の実績も踏まえた評価をしてい

ることから、フェローシップ事業の評価ともなっている。 

-------------------------------------------------------------------------- 

■公募要領 

第2章 公募・選考 

2.1  公募の対象となる取組 

２）大学によるキャリアパス支援 

●また、世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）による国際的な融合研究拠点や、

センター・オブ・イノベーション（COI）事業等の拠点事業におけるマネジメントシス

テム等を活用する、あるいはリーディング大学院、卓越大学院、人材育成コンソーシ

アム、世界で活躍できる研究者戦略育成事業、科学技術イノベーション創出に向けた

フェローシップ創設事業、次世代研究者挑戦的研究プログラム等において開発された

育成プログラム等を移植する等、他事業で得られた成果やノウハウを導入し、更に発

展させることも期待されます。 

-------------------------------------------------------------------------- 

■申請書 

  （キャリア開発・育成コンテンツで実績を書く欄の注釈） 

すでにSPRING ・フェローシップ事業またはこれに類する取組を実施している大学であって、

本内容を実施している場合は、その実績（継続性や進展）及び自己評価について簡潔に説明く

ださい（200字程度）。 

-------------------------------------------------------------------------- 

■審査要領 

大項目 ビジョンと現状 

中項目 現状 

小項目 現状（これまでの実績） 

評価基準  ・大学のこれまでの実績に鑑み、我が国の科学技術・イノベーションの

将来を担う優秀な志ある博士後期課程学生の選抜が見込めるか。 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

審査の結果、フェローシップ事業の実施機関（大学）は、次のようになった（令和6

年3月）。 

 

【SPRINGに一本化（43大学）】 

秋田大学、茨城大学、愛媛大学、大阪公立大学、大阪大学、岡山大学、金沢大学、

九州工業大学、九州大学、京都工芸繊維大学、京都大学、京都府立医科大学、熊



本大学、神戸大学、静岡大学、信州大学、千葉大学、筑波大学、東京医科歯科大

学、東京工業大学、東京大学、東京都立大学、東京農工大学、東京理科大学、同

志社大学、東北大学、徳島大学、富山大学、豊橋技術科学大学、長崎大学、名古

屋市立大学、名古屋大学、奈良女子大学、奈良先端科学技術大学院大学、新潟大

学、兵庫県立大学、広島大学、北海道大学、三重大学、山形大学、山梨大学、横

浜市立大学、立命館大学 

 

【第1期SPRINGとフェローシップ事業の一体的運用（1大学）】 

総合研究大学院大学 

 

【フェローシップ事業単独（2大学）】 

お茶の水女子大学、東京外国語大学 

 

4-2. SPRING令和7年度公募 

 

令和6年度公募にて採択された大学に加えて、①我が国の科学技術・イノベーション

の将来を担う優秀な志ある博士後期課程学生への経済的支援を強化し、②博士人材が

幅広く活躍するため従来の枠にとらわれない多様なキャリアパスの整備を進める実力

と意欲があり、体制が整った大学を追加で支援するため、SPRING令和7年度公募が実施

された。公募期間は令和6年8月9日（金）～9月30日（月）で、公募の要件等は令和6年

度公募と基本的に同じものであった。 

審査の結果、総合研究大学院大学、お茶の水女子大学、東京外国語大学もSPRINGに一

本化することとなり、令和6年度をもってフェローシップ事業の実施機関（大学）は0

となった。 

5. 事業変遷のまとめ 

事業の設立から終了までを、これまで記載してきたように密接に関係するSPRINGの

流れも踏まえてまとめると、表3-5のようになる。 

 

  



表3-5 フェローシップ事業の設立から終了まで 

 大学フェローシップ創設事業 SPRING（参考） 

令和 

2 年度 

R2 年度 3 次補正予算要求（本省予算、準備

事業） 

R3 年度予算要求（本省予算事業） 

公募（12/25～1/ 29） 

82 件（47 機関）選定（3 月） 

R2 年度 3 次補正予算要求（創発基金） 

 

 

 

基金追加造成（3/29） 

令和 

3 年度 

（R3 年度本省予算で実施、補助事業） 

 

R4 年度予算要求（創発基金） 

SP と一体推進の説明会（12 月） 

FS 移管の留意点について（3 月） 

（基金、主に R2 補正予算で実施、助成事業） 

公募（A: 6/11～7/15）（B: 9/3～9/30） 

A 日程 40 プロジェクト採択（9/7） 

B 日程 19 プロジェクト採択（12/1） 

R3 年度補正予算要求（創発基金） 

令和 

4 年度 

（基金、主に R4 年度予算で実施、助成事業） 

基金追加造成（4/28、7/11） 

R5 年度予算要求（創発基金） 

FS/SP 採択大学向け説明会（1/12） 

（基金、主に R3 補正予算で実施、助成事業） 

 

 

FS/SP 採択大学向け説明会（1/12） 

令和 

5 年度 

（基金、主に R5 年度予算で実施、助成事業） 

基金追加造成（4/27） 

次期 SP の RFI※（5 月） 

 

47 機関全て SPRING に応募、44 機関が採択 

（基金、主に R3 補正予算で実施、助成事業） 

 

次期 SP の RFI※（5 月） 

R5 年度補正予算要求（創発基金） 

R6 年度公募（11/24～12/25） 

76 プロジェクト採択（3/21） 

令和 

6 年度 

（基金、主に R5 補正予算で実施、助成事業） 

3 機関が FS として実施 

 

3 機関全て SPRING に応募、3 機関が採択 

（基金、主に R5 補正予算で実施、助成事業） 

FS から移行した 44 機関は新 SPRING として

実施 

R7 年度公募（8/9～9/30） 

13 プロジェクト採択（12/16） 

大学ファンドの運用益で助成基金が追加造成

（3 月） 

令和 

7 年度 

 （創発基金と大学ファンドとで実施） 

FS から移行した 3 機関は新 SP として実施 

 

なお、令和3年度から令和6年度にかけて、フェローシップ事業、SPRINGのそれぞれ

から出るさまざまな問題を機関（大学）及びJSTで解決していく中で、両事業の運用面、

事務処理の改善が図られた。 



［参考資料1］フェローシップ事業公募要領  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



［参考資料2］フェローシップ事業公募説明（R2年12月）資料 



 



 



 



 



 



 



 



 

  



［参考資料3］フェローシップ事業及びSPRINGの今後の推進に関する説明会（R3年12月）資料（抜粋） 



 



 



 



 



 



 



［参考資料4］フェローシップ事業の移管に伴う留意点について（R4年3月、文部科学省事務連絡） 



［参考資料5］フェローシップ事業及びSPRINGの今後の推進に関する説明会（R5年1月）資料（抜粋） 



 



 



 



［参考資料6］次期博士支援事業について（R5年6月）資料 



 



 



  



 



  



［参考資料7］SPRING公募説明会（R5年11月）資料（抜粋） 



  



  



 


